
第１号様式                主要事業の進行状況報告書     平成２１年３月３１日 
１３ 都市整備局 都市計画区域マスタープランの策定 

事
業
概
要 

都市計画法の改正（平成１２年５月公布、平成１３年５月施行）により、法第

６条の２に規定された「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区

域マスタープラン）」を、都内の全都市計画区域において策定している。 
 なお、策定に際しては、「東京の新しい都市づくりビジョン（平成１３年１０月）」

を踏まえて行っている。 
 都市計画区域マスタープランは、従来の「市街化区域及び市街化調整区域の整

備、開発又は保全の方針（整開保）」に代わり定められることになったものであり、

その中で、 
  
• 都市計画の目標  
• 区域区分の有無及び区域区分を定める際の方針  
• 主要な都市計画（土地利用、都市施設、市街地開発事業等）の決定の方針

 
を定めるものとされている。また、従来、上記(整開保)の一部であった「都市再開

発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災街区整備方針」は、独立した

都市計画として別途定めている。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

平成１３年 ６月 都市計画局内にマスタープラン策定本部を設置  
平成１５年 ３月 インターネットにより都民意見を募集  
平成１５年 ７月 東京都素案作成 

同案を東京都都市計画審議会へ中間報告し、公表  
平成１５年 ９月 公聴会開催  
平成１５年１０月 都市計画案作成  
平成１６年 １月 同案を縦覧  
平成１６年 ３月 東京都都市計画審議会へ付議し、答申を得る。 
平成１６年 ４月 都市計画決定告示 
平成１９年 ６月 三宅都市計画区域マスタープラン素案公告・縦覧（法１６条）

平成１９年 ９月 同上都市計画案作成  
平成１９年１１月 同案を縦覧（法１７条） 
平成２０年 ２月 東京都都市計画審議会へ付議し、答申を得る。 
平成２０年 ３月 都市計画決定告示 

現
在
の
進
行
状
況

平成１６年４月に噴火被災の三宅都市計画区域を除く２５都市計画区域で策定

し、運用してきたが、平成２０年３月に復興の目途がついた三宅都市計画区域も

策定し東京都全域２６都市計画区域が整った。 
また、広く都民に周知するため、局のホームページに掲載している。 

今
後
の
見
通
し

より一層、上記の三方針（都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、

防災街区整備方針）と連携しながら、施策の実施を図る。 
なお、平成２０年度から実施中の都市計画基礎調査や都市づくりビジョンの見

直し等の動向を踏まえながら、平成２１年度以降に予定される改定を視野に進め

る。 

問い合わせ先 都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 電話 03-5388-3227
 


